
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

（
受
給
者
証
の
再
交
付
の
申
請
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

資
格
確
認
書
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
船
員
保

険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者
医

療
確
保
法
」
と
い
う
。）第
五
十
四
条
第
三
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四

十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
健
康
保
険
法

に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）を

含
む
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
法
に
よ

る
被
保
険
者
証
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

ハ

資
格
確
認
書
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
第
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
一
項
、
船
員

保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十

三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
二
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
高
齢
者

医
療
確
保
法
」
と
い
う
。）第
五
十
四
条
第
三
項
、
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
六
項
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
百
二
十
八
号
）
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百

四
十
五
号
）
第
二
十
五
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
書
面
（
健
康
保
険

法
に
よ
る
日
雇
特
例
被
保
険
者
手
帳
（
健
康
保
険
印
紙
を
貼
り
付
け
る
べ
き
余
白
が
あ
る
も
の
に
限
る
。）

を
含
む
。
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）を
い
う
。
以
下
同
じ
。）、
介
護
保
険
法
に

よ
る
被
保
険
者
証
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
児
童
扶
養
手
当
法（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）

に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）又
は
官
公
署
か
ら
発
行
さ
れ
、
若
し
く
は
発
給
さ
れ

た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
書
類
で
あ
っ
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
の
う
ち
二
以
上
の
書
類

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿





（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
居
宅
介
護
、
重
度
訪
問
介
護
、
同
行
援
護
又
は
行
動
援
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
療
養
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
八

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
生
活
介
護
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
九

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

２
〜
６

（
略
）

７

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
短
期
入
所
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
短
期
入
所
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
一

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
一

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
重
度
障
害
者
等
包
括
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
訓
練
（
機
能
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
四

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
訓
練
（
生
活
訓
練
）
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
五

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
選
択
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
選
択
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
就
労
移
行
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
移
行
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
六

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
七

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
就
労
定
着
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
就
労
定
着
支
援
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
自
立
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
自
立
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

（
共
同
生
活
援
助
に
係
る
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
十
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
十
九

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

（
法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
）

第
三
十
四
条
の
二
十

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
第
三
十

四
条
の
二
十
二
第
一
項
に
お
い
て
「
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）は
、
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援

Ａ
型
及
び
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
と
す
る
。

第
三
十
四
条
の
二
十

法
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
（
第
三
十

四
条
の
二
十
二
に
お
い
て
「
特
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。）は
、
生
活
介
護
、
就
労
継
続
支
援
Ａ
型
及

び
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
二

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
三

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
四

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
変
更
の
申
請
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
五

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
設
置
者
の
住
所
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

第
三
十
四
条
の
二
十
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
七

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
七

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
新
設
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
八

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
八

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
の
申
請
等
）

第
三
十
四
条
の
五
十
九

（
略
）

第
三
十
四
条
の
五
十
九

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

（
指
定
特
定
相
談
支
援
事
業
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
等
）

第
三
十
四
条
の
六
十

（
略
）

第
三
十
四
条
の
六
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
）

第
六
十
五
条
の
九
の
六

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表

対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
を
い
う
。
第
六
十
五
条
の
九
の
十
に
お
い
て
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
六
十
五
条

の
九
の
九
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」
と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対

象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事

が
定
め
る
と
き
及
び
毎
会
計
年
度
終
了
後
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
六

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ
の
他

都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象

サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
六
十
五
条
の
九
の
九
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」
と

い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象
事

業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
と
す
る
。

（
報
告
の
方
法
）

（
報
告
の
方
法
）

第
六
十
五
条
の
九
の
七

次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
う
も
の

と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
七

報
告
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

報
告
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
六
十
五
条
の
九
の
八

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
八

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の

と
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す

る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き

別
表
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の

（
新
設
）

二

法
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
と
き

別
表
第
一
号
及
び
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
事

項
に
関
す
る
も
の

（
新
設
）

三

毎
会
計
年
度
が
終
了
し
た
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
経
営
情
報
」
と

い
う
。）

（
新
設
）

イ

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報

ロ

事
業
所
又
は
施
設
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

ハ

事
業
所
又
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

ニ

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
方
法
）

第
六
十
五
条
の
九
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
（
経
営
情
報
の
報
告
を
除
く
。）を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の

内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
七
十
六
条
の

三
第
三
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を

公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
九

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
受
け
た
後
、当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
七
十
六
条
の
三
第
三
項
の
調
査
を
行
っ
た
と
き

は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
経
営
情
報
の
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
を
受
け
た
経
営
情
報
に
つ
い
て
調
査
及
び

分
析
を
行
い
、
当
該
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

（
法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
）

第
六
十
五
条
の
九
の
十

法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
及
び
労
働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関

す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る

も
の
と
す
る
。

第
六
十
五
条
の
九
の
十

法
第
七
十
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公
表
対

象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
及
び
情
報
公
表
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象

サ
ー
ビ
ス
等
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
大
都
市
の
特
例
）

（
大
都
市
の
特
例
）

第
七
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
条

令
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
都
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処

理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る

も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
五

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
五
条
第
四
項

第
三
十
五
条
第
四
項

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
五
十
七
条

第
五
十
七
条

第
六
十
二
条

第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

第
六
十
三
条

第
六
十
四
条

第
六
十
四
条

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
六
条
第
二
項

第
六
十
六
条
第
二
項

別
表
第
八
号

別
表
第
八
号

別
表
第
九
号

別
表
第
九
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
中
核
市
の
特
例
）

（
中
核
市
の
特
例
）

第
七
十
一
条

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
一
条

令
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
障
害
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務
を
処
理

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
六
項

ま
で

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
八

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
九
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第

六
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
一
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第

六
項
及
び
第
七
項

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
二

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び

第
五
項

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
五
の
二

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
六

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
七

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
二

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

第
三
十
四
条
の
十
八
の
三

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
十
九

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
の
三
第
四
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
二

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四

項

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
四

第
三
十
四
条
の
二
十
五
第
一
項

第
三
十
四
条
の
二
十
五

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
二
十
六
の
八

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
三
十

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
七

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
三
十
四
条
の
五
十
八

第
五
十
七
条

第
五
十
七
条

第
六
十
二
条

第
六
十
二
条

第
六
十
三
条

第
六
十
三
条

第
六
十
四
条

第
六
十
四
条

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
六

第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項

第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
九

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
五
条
の
九
の
十

第
六
十
六
条
第
二
項

第
六
十
六
条
第
二
項

別
表
第
八
号

別
表
第
八
号

別
表
第
九
号

別
表
第
九
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
第
一
号
及
び
第
二
号
関
係
）

別
表
第
一
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
関
係
）

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

別
表
第
二
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
号
（
第
六
十
五
条
の
九
の
八
関
係
）

第
一
〜
第
三

（
略
）

第
一
〜
第
三

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
命
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
七
か
ら
第
三
十
四
条
の
九
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
十
一
、
第
三
十
四

条
の
十
二
、
第
三
十
四
条
の
十
四
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
十
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
二
十
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
二
十
四
ま
で
、
第
三
十
四
条
の
二
十
五
、
第
三
十
四
条
の
二
十
六
及
び
第
三
十
四
条
の
五
十
七
か
ら
第
三
十
四
条
の
六
十
ま

で
の
改
正
規
定
、
第
七
十
条
の
表
の
改
正
規
定（「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
」
を
「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）及
び
第
七
十
一
条
の
表
の
改
正
規
定（「
第
六
十
五
条
の
九
の
七
」
を
「
第
六
十
五
条
の
九
の
七

第
二
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
同
日
以
後
に
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を

含
む
。）に
受
理
さ
れ
た
申
請
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出
と
み
な
す
。

３

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
規
則
第
六
十
五
条
の
九
の
七
第
一
項
中
「
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る

の
は
、「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。




